
03_令和４年度　実施計画書

（単位：千円）

電話番号

メールアドレス

Ａ

Ｂ’ Ｂ’’ Ｂ’’’ Ｂ’’’’

経済対策との関係
交付対象経

費

国のR3予算
分（交付限
度額①、
②、③、
④）

国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

国のR4予算
分（交付限
度額⑦）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

合計  1,497,569  1,268,991  530,303  419,194  319,494  -  10,800  217,778 

1 R3 単 ○

感染症対策
緊急対応型
雇用創出事
業

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  25,030  25,030  25,030  -  - 

①新型コロナウイルス感染症の影響による離職者や内定取り消
し者，就職困難者などを本市の会計年度任用職員として雇用す
るもの。
②会計年度任用職員に係る人件費
③報酬　144,600円×10人×12か月＝17,352千円
　 職員手当（期末手当10人分）　3,471千円
　 共済費（社会保険料等10人分）　3,343千円
　 旅費（通勤手当）　7,200円×10人×12か月＝864千円
④大崎市内在住者で，新型コロナウイルス感染症の影響により
離職した方や内定が取り消された方，就職が困難になっている
方

－ － － － R4.4 R5.3
会計年度任用職員として10人を雇
用 

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

2 R3 単 －

感染症対策
テレワーク
実証実験事
業

通常交付金 ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロ
ナ下での感染症対応

の強化
○ －  759  759  759  - 

①新型コロナウイルスの飛沫感染，接触感染のリスクを減少さ
せるため，市役所においてICT（情報通信技術）を活用したテレ
ワークの導入に向けた実証実験の拡充を行うもの。
②テレワーク用wifiルータ5台
③利用料　2,750円×12月＝33,000円
　 通信基本料金等　24,761円×12月＝297,132円
　　  利用料①　330,132円≒331千円   
　 契約事務手数料　16,500円
　　　手数料②　16,500円≒17千円
   ルータ購入費　28,600円×5台＝143,000円   
   ACアダプタ購入費　3,025円×5台＝15,125円
    端末購入　50,582円× 5台＝252,910円　
　　　端末費③　411,035円≒411千円　　　　　　　　　　
　　　合計（①＋②＋③）＝759千円
④大崎市

－ － － － R4.4 R5.3 延べ日数120日(月10日×12か月) 市ウェブサイトで結果を周知
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

3 R3 単 －

感染症対策
社会福祉
サービス継
続支援事業

通常交付金 ○
③-Ⅰ-４．事業者へ

の支援
○ －  28,500  28,500  28,500  - 

①新型コロナウイルス感染者が発生し休業した社会福祉サービ
ス事業所に対し，経済的な支援を行うことにより，円滑な再開と
事業の継続を図るとともに，利用者のサービス継続に係る支援
をした社会福祉サービス事業所に対しても経済的な支援を行う
ことで，利用者のサービス利用の機会を確保するもの。
②休業に伴う事業所への補助，代替サービスの提供に伴う掛か
り増し経費
③休業事業所１か所あたり 500千円×39事業所（見込）＝19,500
千円
代替サービス提供事業所１か所あたり 100千円×31事業所（見
込）＝3,100千円
居宅介護支援事業所は利用者１人当たり20千円×295人（見
込）＝5,900千円
④感染者発生に伴い休業した市内の社会福祉サービス事業を
運営する事業者及び休業した事業所の利用者に，休業期間中
代替サービスを提供した社会福祉サービス事業所を運営する事
業者

－ － － － R4.4 R5.3

【支援対象事業所】
休業事業所59件
代替サービス提供事業所31件
居宅介護支援事業所（利用者）
295人

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

4 R3 単 －

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種
促進事業

通常交付金 ○

③-Ⅰ-２．ワクチン接
種の促進、検査の環
境整備、治療薬の確

保

○ －  753  753  753  - 

①新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目）にあたり，接
種会場までの移動が困難な方にタクシー及び福祉有償運送車
両の利用料金の一部を助成することにより，ワクチン接種の促
進を図るもの。
②タクシー等利用助成金及び当該事業実施に要する費用
③タクシー等利用助成券印刷代　13千円
　 タクシー等利用助成券郵送代　14千円
　 事務取扱手数料等　60千円
　 タクシー等利用助成金　666千円　
④ワクチン接種のため，タクシー等を利用した65歳以上の市民
及び心身に重度の障害のある市民

－ － － － R4.4 R5.3 タクシー等利用者数476人
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

5 R3 単 －

感染症対策
商工業支援
事業（割増
電子商品券
発行補助事
業）

通常交付金 ○
③-Ⅱ-１．安全・安心
を確保した社会経済

活動の再開
○ －  78,000  78,000  78,000  - 

①新型コロナウイルス感染症により，市内経済が大きな影響を
受けている。市内における需要の喚起を図りつつ，感染症拡大
防止の観点から非接触型である割増電子商品券を発行する団
体に対し，補助金を交付するもの。
②事業者補助金
③割増分　60,000千円(発行セット数：30,000セット，販売額：
150,000千円，発行額：210,000千円，割増率40％）
　 システム構築費・事務経費等18,000千円
④市内商工会議所，商工会で組織する実行委員会

－ － － － R4.4 R5.3 発行セット数30,000セット
市ウェブサイト，市広報誌，商工会
議所及び商工会HP，会報誌への
掲載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp
http://www.furukawa-
cci.or.jp/
http://www.oosaki.miy
agi-fsci.or.jp/
http://www.tamadukur
i-fsci.jp/

R4補正（地）

6 R3 単 －

感染症対策
商工業支援
事業（小規
模事業者等
経営支援事
業）

通常交付金 ○
③-Ⅰ-４．事業者へ

の支援
○ －  19,000  19,000  19,000  - 

①新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う対策事業とし
て，市内商工会議所・商工会が実施する，市内の小規模事業者
等の経営支援を目的とした事業に対し，補助金を交付するも
の。
②事業者補助金
③古川商工会議所10,000千円，大崎商工会 6,000千円，玉造商
工会 3,000千円
④市内商工会議所（１），商工会（２）

－ － － － R4.4 R5.2 支援する事業者数1,500件 市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

7 R3 単 －

感染症対策
商工業支援
事業（大崎
市商品券等
発行グルー
プ支援事業
補助金）

通常交付金 ○
③-Ⅱ-１．安全・安心
を確保した社会経済

活動の再開
○ －  42,076  42,076  42,076  - 

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者グ
ループが，販路拡大のために取り組む商品券等発行事業に対
し，補助金を交付するもの。
②事業者補助金及び事務費
③補助金　700事業者×60千円，事務費　76千円
④大崎市内の事業者（大企業を除く）によって構成されたグルー
プ

－ － － － R4.4 R5.2 支援する事業者数700件
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

8 R3 単 －
大崎市鳴子
温泉郷応援
宿泊事業

通常交付金 ○
③-Ⅰ-４．事業者へ

の支援
○ －  57,500  57,500  57,500  - 

①鳴子温泉地域は新型コロナウイルス感染症による影響で観
光宿泊客が激減しており，宿泊事業者に対し迅速な支援が必要
となっている。宿泊事業者の事業継続を支援するため，割増宿
泊商品券等を販売する事業に対して助成するもの。
②宿泊券の割増分ほか発行にかかる事務費
③宿泊券割増分原資：52,500千円（3,000円×17,500セット)
　 事務費：5,000千円
④鳴子温泉郷観光協会

－ － － － R4.5 R5.3 割増宿泊券発行枚数17,500セット
市ウェブサイト，鳴子温泉郷観光
協会ウェブサイトへの掲載，チラシ
配布

https://www.city.osaki
.miyagi.jp
http://www.naruko.gr.j
p/

R4補正（地）

★★★★★令和４年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画

都道府県名 宮城県 0229-23-2129
通常分

既配分額（国のR3予算・交付限度額①、②、③、④）
                                                                   428,196 

通常分　交付限度額①
（令和3年度本省繰越分）（国のR3予算）

                                                                                                                            366,000 

地方公共団体名 大崎市 seisaku@city.osaki.miyagi.jp
通常分

既配分額（国のR4予算・交付限度額⑤）
                                                                   355,948 

通常分　交付限度額②
（令和4年1～3月補助裏分）（国のR3予算）

                                                                                                                                     - 

都道府県・市町村コード（５桁） 04215 国のR3予算分（交付限度額①、②、③、④）                                                                           530,303 
重点交付金分

既配分額（国のR4予算・交付限度額⑥）
                                                                   198,588 

通常分　交付限度額③
（令和4年４月以降補助裏分）（国のR3予算）

                                                                                                                              11,761 

担当部局課名  地方単独事業費                                                                           519,503 
通常分

既配分額（国のR４予算・交付限度額⑦）
                                                                           - 

通常分　交付限度額④
（令和4年4月28日通知）（国のR3予算）

                                                                                                                            118,649 

担当者氏名  国庫補助事業費                                                                            10,800 
通常分　今回配分予定額

（国のR3予算・交付限度額①、②、③、④）
                                                                    68,214 

小計　通常分　交付限度額①＋②＋③＋④
（国のR3予算）

                                                                                                                            496,410 

国のR4予算分(R4.4.28)（交付限度額⑤）                                                                           419,194 
通常分　今回配分予定額

（国のR4予算・交付限度額⑤）
                                                                           - 

通常分　交付限度額⑤
（令和4年4月28日通知）（国のR4予算）

                                                                                                                            355,948 

 地方単独事業費                                                                           419,194 
重点交付金分　今回配分予定額
（国のR4予算・交付限度額⑥）

                                                                           - 
重点交付金分　交付限度額⑥

（令和4年9月20日通知）（国のR4予算）
                                                                                                                            372,140 

 国庫補助事業費                                                                                   - 
通常分　今回配分予定額

（国のR4予算・交付限度額⑦）
                                                                           - 

通常分　交付限度額⑦
（令和4年12月補助裏分）（国のR4予算）

                                                                                                                                     - 

国のR4予算分(R4.9.20)（交付限度額⑥）                                                                           319,494 
通常分　配分予定額計

（国のR3予算・交付限度額①、②、③、④）
                                                                   496,410 

 地方単独事業費                                                                           319,494 
通常分　配分予定額計

（国のR4予算・交付限度額⑤）
                                                                   355,948 

 国庫補助事業費                                                                                   - 
重点交付金分　配分予定額計
（国のR4予算・交付限度額⑥）

                                                                   198,588 
 本省繰越希望額

（R4予備費により措置された通常交付金分交付限度額⑤に係る希望額） 
                                                                                                                                     - 

国のR4予算分（交付限度額⑦）                                                                                   - 
通常分　配分予定額計

（国のR4予算・交付限度額⑦）
                                                                           - 

 本省繰越希望額
（R4予備費により措置された重点交付金分交付限度額⑥に係る希望額） 

                                                                                                                            173,552 

 地方単独事業費                                                                                   - 配分予定額計                                                                 1,050,946 
 本省繰越希望額

（R4補正予算により措置された補助裏分（法定率事業に限る）交付限度額⑦に係る希望額） 

 国庫補助事業費                                                                                   - 移替先  総務省  交付限度額計                                                                                                                           1,224,498 

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所
管

交付金の区
分

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

協力要請推
進枠又は検
査促進枠の
地方負担分
に充当

特定事業者
等支援

個人を対象
とした給付
金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指
標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報
紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と
所管省庁名）

備考②
（事業の終期が令和
５年３月を超えるこ
とが見込まれる場
合、その事情）

予算区分
コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

交付対象経費

1
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経済対策との関係
交付対象経

費

国のR3予算
分（交付限
度額①、
②、③、
④）

国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

国のR4予算
分（交付限
度額⑦）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所
管

交付金の区
分

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

協力要請推
進枠又は検
査促進枠の
地方負担分
に充当

特定事業者
等支援

個人を対象
とした給付
金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指
標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報
紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と
所管省庁名）

備考②
（事業の終期が令和
５年３月を超えるこ
とが見込まれる場
合、その事情）

予算区分
コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

9 R3 単 －

大崎市鳴子
温泉地域観
光業関連事
業者支援金

通常交付金 ○
③-Ⅰ-４．事業者へ

の支援
○ －  12,050  12,050  12,050  - 

①鳴子温泉地域は新型コロナウイルス感染症による影響で観
光需要が激減しており，観光関連事業者に対して支援を行うた
め支援金を交付するもの。
②新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少したことによ
る支援金
③宿泊施設
　 受入可能人数301人以上　200千円×2件＝400千円
　 受入可能人数151人以上300人以下　150千円×1件
　 ＝150千円
　 受入可能人数150人以下　100千円× 26件＝ 2,600千円
　 飲食店・小売業ほか　100千円×89件＝8,900千円
 　合計　12,050千円
④鳴子温泉地域で事業を行っている観光関連事業者(宿泊事業
者, 小売店,飲食店等事業者）で前年若しくは前々年の1月，12月
の売上が20％減少した事業者

－ － － － R4.5 R5.3 支援金交付120件以上
市ウェブサイトへの掲載，チラシの
配布，メールによる告知（鳴子温泉
郷観光協会より）

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

10 R3 単 －

スクール・サ
ポート・ス
タッフ配置事
業（小・中学
校）

通常交付金 ○
③-Ⅰ-３．感染防止

策の徹底
○ －  9,403  4,003  4,003  5,400 

①新型コロナウイルス感染症対策の強化を図る一環として，児
童生徒が利用するすべての教室を全教職員で分担しながら消
毒業務等を行っている。その業務にかかる教師の負担軽減を図
り、教師がより児童生徒への指導や教材研究等に注力できるよ
う，スクール・サポート・スタッフを大規模校に１人配置するもの。
②報酬，職員手当等，共済費及び旅費
③
（ア）報酬　
　 〇時給980円×4時間×204日×9人≒7,198,000円
（イ）職員手当等
　 〇日額3,920円×21日×2.55月×0.8×9人≒1,512,000円
（ウ）共済費　
　　　労災保険分：8,708,515円（報酬＋手当）×6.02/1000
　　　≒52,425円　
　　　雇用保険分：8,708,515円（報酬＋手当）×9/1000
　　　≒78,376円
　 〇労災保険分:52,425円＋雇用保険分:78,376円
　　　≒131,000円
（エ）旅費
　 〇5,200円/月×9人×12月≒562,000円
④小・中学校9校

－ － － － R4.4 R5.3
スクールサポートスタッフを9人配
置

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

11 R3 単 －

感染症対策
納付金口座
振替環境整
備事業

通常交付金 ○
③-Ⅰ-３．感染防止

策の徹底
○ －  924  924  924  - 

①令和3年2月2日からスタートしたＷｅｂ口座振替受付サービス
導入事業に，ＪＡバンクと連携した収納機関を追加し，新型コロ
ナウイルス感染症拡大の防止と，市民の利便性向上を図るも
の。
②Ｗｅｂ口座振替受付サービス導入事業を拡大するための金融
機関の追加費用
③システム登録料：120,000円×2行×1.1＝264,000円
　 金融機関追加費：300,000円×2行×1.1＝660,000円
④大崎市

－ － － － R4.4 R5.3

Ｗｅｂ口座振替申請件数
令和4年度：約3,000件
　【金融機関2行追加により】

※参考
令和3年度：約2,500件

市ウェブサイトへの掲載，ポス
ター・チラシを市内金融機関，公共
施設に配布し掲示

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

12 R3 単 －

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種
促進事業

通常交付金 ○

③-Ⅰ-２．ワクチン接
種の促進、検査の環
境整備、治療薬の確

保

○ －  2,910  2,910  2,910  - 

①新型コロナウイルスワクチンの追加接種（4回目，5回目）にあ
たり，接種会場までの移動が困難な方にタクシー及び福祉有償
運送車両の利用料金の一部を助成することにより，ワクチン接
種の促進を図るもの。
②タクシー等利用助成金当該事業実施に要する費用
③タクシー等利用助成券印刷代　68千円
　 タクシー等利用助成券郵送代　47千円
　 事務取扱手数料等　300千円
　 タクシー等利用助成金　2,495千円　
④ワクチン接種のため，タクシー等を利用した65歳以上の市民
及び心身に重度の障害のある市民

－ － － － R4.5 R5.3 タクシー等利用者数1,815人
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

13 R3 単 －
保育士早期
職場復帰支
援事業

通常交付金 ○
③-Ⅰ-３．感染防止

策の徹底
○ －  340  340  340  - 

①新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等となり，職場離脱
を余儀なくされた保育士の早期職場復帰（抗原検査キットによる
２回の自主検査での陰性を要件とする）を支援することにより，
良好な保育環境を確保する。
②濃厚接触者となった保育士等の所属する施設へ配布する抗
原検査キットの代金（需用費）
③150人×2回＝300回（30箱），30箱×11,310円（平均単価）≒
340千円
④市内の計49保育施設に勤務する750人の保育士等のうち濃
厚接触判定を受ける者の割合が2割程度と想定（750人×2割×
2回＝300回）

－ － － － R4.4 R5.3
早期職場復帰を希望する保育士
等150人への支援

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4予備費（地）

14 R3 単 －

大崎市立
小・中学校
児童生徒感
染症検査事
業

通常交付金 ○
③-Ⅰ-３．感染防止

策の徹底
○ －  3,494  3,494  3,494  - 

①学校における行事等については，新型コロナウイルス感染リ
スクの低減を念頭に円滑に実施していくことが求められる。抗原
簡易検査キットを活用した検査体制の充実により，児童生徒に
対する感染症へのさらなる防止対策を図る。
②抗原検査キット購入
③270箱×11,764円×1.1＝3,493,908円
④小学校22校・中学校11校

－ － － － R4.4 R4.4

学校行事等に参加を希望する児
童生徒が，速やかに抗原検査を
受けられることにより，感染防止対
策を図りながら，参加が可能とす
ること。
対象児童生徒の割合を30％程度
と想定
9,212人×30％≒2,700回

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4予備費（地）

15 R3 単 －

感染症対策
事業（大崎
市指定ＰＣＲ
検査所運営
経費）

通常交付金 ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロ
ナ下での感染症対応

の強化
○ －  4,140  4,140  4,140  - 

①希望される方が，何度でも，低廉な価格で，体内に新型コロナ
ウイルスが存在するかどうかを確認できる検査所を設置し，市
民の不安の解消と，安心・安全な社会経済活動の継続に資す
る。
②大崎市指定ＰＣＲ検査所運営費負担金（令和4年4月～令和4
年9月）
③
○人件費相当分　1,400円×7.5時間×150日×2人
　 ＝3,150,000円
○交通費相当分　1,000円×150日×2人＝300,000円
○管理費相当分　（人件費＋交通費の総額）3,450,000円×
　 20％＝690,000円
④検査を希望する無症状の市民

－ － － － R4.4 R5.3

希望される方が，何度でも，低廉
な価格で，PCR検査を受診するこ
とにより，新型コロナウイルス感染
症拡大を防止する。

感染拡大期における１日あたりの
検査数100件

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

16 R3 単 －
地域活力再
生イベント支
援事業

通常交付金 ○
③-Ⅱ-１．安全・安心
を確保した社会経済

活動の再開
○ －  15,030  15,030  15,030  - 

①長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により減衰して
いる地域イベントに対し，新しい生活様式に対応した開催環境
整備にかかる経費を支援することで，地域イベントの開催を後押
しし，一層の誘客促進と地域活力の再生を図るもの。
②新しい生活様式に対応したイベントとするための掛かり増し経
費（感染症対策経費，オンライン活用など誘客形態の多様化に
資する経費など）
③1,000千円×10イベント＝10,000千円
　 500千円×10イベント＝5,000千円
　 事務費　30千円
④本市に事務局又は活動拠点を置き，市内で地域イベントを開
催する団体等(事業者及び個人を除く)

－ － － － R4.7 R5.3 対象イベントの開催数15件
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

17 R3 単 －

感染症対策
商工業支援
事業（大崎
市中小企業
等事業復活
支援給付
金）

通常交付金 ○
③-Ⅰ-４．事業者へ

の支援
○ －  171,181  39,181  39,181  132,000 

①新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け，売
上が減少した中小企業・小規模事業者等に対し，国が給付する
「事業復活支援金の交付を受けた事業者を対象に，大崎市中小
企業等事業復活支援給付金を支給し，事業継続の下支えと低
迷する地域経済の活性化を図る。
②事務費
③積算根拠　対象者数1,204件（個人事業者704件，法人500件）
                   支援給付金　170,400千円，事務費　781千円
④事業の対象
次に掲げる全ての要件を満たす法人又は個人事業者とする。
　(１)　次に掲げるいずれかに該当すること。
　　ア　会社にあっては本店，会社以外の法人にあっては主たる
事務所の所在地を市内として，令和３年１１月１日以前に登記
し，当該所在地において 継続して事業を営んでいる法人である
こと。
　　イ　次に掲げるいずれかに該当する個人事業者であること。
　　　(ア)　令和３年１１月１日以前に住民基本台帳法に基づく市
の住民基本台帳に記録され，第４条の交付申請時においても継
続して記録のある者
　　　(イ)　令和３年１１月１日以前に，市内に店舗等を所有又は
賃借し，当該店舗で継続して事業を営んでいる者
　(２)　事業復活支援金給付規程第１２条第２項第各号の規定に
基づく事業復活支援金の給付を受けたもの
　(３)　大企業者（中小企業の事業活動の機会の確保のための
大企業者の事業活動の調整に関する法律第２条第２項に規定
する大企業者をいう。）でないもの
　(４)　全ての市税に未納がないこと

－ － － － R4.7 R4.12 支援する事業者数1,204件
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載，商工会議所及び商工会へ制度
周知依頼

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）
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経済対策との関係
交付対象経

費

国のR3予算
分（交付限
度額①、
②、③、
④）

国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

国のR4予算
分（交付限
度額⑦）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所
管

交付金の区
分

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

協力要請推
進枠又は検
査促進枠の
地方負担分
に充当

特定事業者
等支援

個人を対象
とした給付
金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指
標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報
紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と
所管省庁名）

備考②
（事業の終期が令和
５年３月を超えるこ
とが見込まれる場
合、その事情）

予算区分
コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

18 R3 単 －

鳴子温泉郷
再生・高付
加価値化事
業

通常交付金 ○
③-Ⅰ-４．事業者へ

の支援
○ －  160,000  80,000  80,000  80,000 

①新型コロナウイルス感染症の影響により，経済的損失を受け
ている鳴子温泉地域への緊急措置として，鳴子温泉地域が一
体となり，国の「観光地再生・高付加価値化事業」に取り組むこと
で，鳴子温泉郷の再生及び高付加価値化を促し，持続的な集客
の向上を目的とする。
②鳴子温泉地域の面的取り組みに寄与し，地域全体に益をもた
らす改修経費（国の補助事業に係る嵩上補助）
③
◆宿泊施設の高付加価値化　予定申請件数　24件　　　　　　　
　 ・補助率　国　通常　1/2(条件により 2/3)　 ・補助上限1億円/
件
　　 　　　　　 県　通常　1/6(条件により 1/9) 
　 ・大崎市の嵩上補助金
　 　　　　　　市　通常　1/6(条件により 1/9) 
●概算総事業費　594,000千円（24件）×1/9（各千円未満切捨）
　≒65,997千円・・・(1) 
◆観光施設の改修　予定申請件数　18件　
　 ・補助率　国　1/2 　 ・補助上限500万円/件
　　 　　　　　 県　1/6　　
　 ・大崎市の嵩上補助金　
　　　　　　　 市　1/6
●概算総事業費　84,025千円（18件）×1/6（各千円未満切捨）
　≒14,003千円・・・（2）
（1）+〈2〉=80,000千円・・・大崎市嵩上補助
宮城県も同額の嵩上補助を行うため概算総事業費は80,000千
円×2＝160,000千円となる。　　　　　　
④鳴子温泉郷の観光施設（ホテル・旅館・商店等）現42施設（本

－ ○ － － R4.7 R5.3
鳴子温泉郷の再生・観光施設の
高付加価値化に係る改修件数25
件以上

市ウェブサイトへの掲載，各種説
明会（鳴子温泉郷観光協会，5つの
温泉観光協会・温泉旅館組合，玉
造商工会等）

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

19 R4 単 ○

住民税非課
税世帯等に
対する燃料
費支援事業

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  12,500  12,500  -  12,500  - 

①コロナ禍における原油価格・電気・ガス料金を含む物価高騰
の影響を受けた生活者の負担軽減を図るため，令和4年度課税
情報により住民税非課税世帯等に1世帯当たり5千円の現金を
「プッシュ型」で給付するもの。
②住民税非課税世帯等燃料費支援金　1世帯5,000円
③5,000円×2,500世帯（見込）＝12,500,000円
④住民税非課税世帯　2,500世帯

－ － ○ － R4.6 R4.12 支援した世帯数2,500世帯
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

20 R4 単 ○
子育て世帯
応援給付金

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  258,270  258,270  -  258,270  - 

①コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高
騰の影響を受けた子育て世帯の負担の軽減を図るため，子ども
1人当たり15,000円の給付金を支給するもの。
②給付金及び事務費
③給付金　
1回目：16,000人（うち新生児690人）×10,000円＝160,000,000円
2回目：18,750人×5,000円=93,750,000円
　 事務費　2,944,500円，1,575,000円
④大崎市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特
別給付金該当者を除く18歳以下の子ども及び令和4年度に出生
した児童（2回目は18歳以下の子ども）

－ － ○ － R4.7 R5.4以降

全対象者18，750人（うち新生児
690人，低所得子育て世帯生活す
支援特別給付金該当者含む）へ
の給付金の支給により，物価高騰
の影響による全ての子育て世帯
の軽減を図る。

市ウェブサイト，市広報誌への掲
載，対象者への通知

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

令和5年3月に決定す
る一部の給付金の支
払いが，4月以降にな
ると見込まれるため

R4補正（地）

21 R4 単 ○
施設園芸省
エネ化支援
事業

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  20,000  20,000  -  20,000  - 

①新型コロナウイルス感染症の影響で，燃油価格の高騰による
影響を受けにくい施設園芸への転換を図るため，石油由来の燃
油等を使用する加温設備を設置している園芸施設での省エネル
ギー化を図る機械・設備や資材の導入を支援するもの。
②
・燃油からヒートポンプ等の省エネルギー転換を図る加温設備
の購入経費（補助率2/3，補助上限額5,000千円）
・内張資材，外張資材等の園芸施設の保温性，採光性又は気
密性の向上を図る被覆資材の購入に関する補助（補助率1/2，
補助上限額1,000千円/10a）
③ヒートポンプ5,000千円×2件＋資材1,000千円×10件＝20,000
千円
④
・交付対象者：市内に住所を有し，石油由来の燃油等を使用す
る加温設備を設置している園芸施設を営んでいる農業団体や農
業者で，燃油を使用する固定式加温設備により，年間１か月以
上の加温栽培行っている者
・対象施設等：ヒートポンプ等，燃油を使用しない加温設備，内
張資材，外張資材の被覆資材等

－ － － － R4.8 R5.3

交付対象者において，事業実施3
年後までに，石油由来の燃油等の
使用量が15%以上の削減となるこ
と。

市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

22 R4 単 ○

農業生産災
害対策支援
事業（感染
症対策農林
業災害対策
資金利子補
給補助金）

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  473  95  -  95  378 

①新型コロナウイルスにより農林業経営に影響・被害のあった
農林業者に対し，農林業災害対策資金の，利子補給を市が行う
ことで，資金の円滑な融通を行い，農林業経営の維持及び再建
を図る。
②合計150,000千円（令和4年7月～12月：150,000千円）の融資を
見込み，基準金利1.5％のうち市が0.25％，県が1.0％，JAグ
ループが0.25％負担することで貸付者の利子負担分を無利子化
するもの。
③令和4年度利子補給額：150,000千円×1.25%×92日/365日（7
月～12月分）≒473千円（※令和4年7月～12月までに実行され
た融資が令和4年度の利子補給対象となり，令和5年1月～3月
実行融資については，令和5年度の利子補給対象となる。）
④新型コロナウイルスにより影響を受け，農林業経営の維持が
困難となるた市内に在住する農林業を営む個人及び法人

－ － － － R4.7 R5.3
貸付件数50件
貸付実行合計額150,000千円

市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

23 R3 単 ○
道路運送業
等燃料費支
援事業

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  47,107  47,107  47,107  - 

①新型コロナウイルスの感染症の拡大等に起因した原油価格
高騰の影響を強く受ける道路運送事業等を営む中小企業等及
び個人事業者に対し，事業継続の下支えを図るため，支援金を
交付するもの。
②支援金，人件費及び事務費　
③積算根拠　対象者数　265件
　　　　　　　　 支援金単価20千円～2,000千円
                   支援金　101,200千円，人件費1,754千円，
　　　　　　　　 事務費　73千円
④支援金の交付対象となる者は，市内に本社，支社又は営業
所等（以下「営業所等」という。）を有する道路運送事業等を営む
もので，次に掲げる全ての要件を満たす中小企業等又は個人事
業者とする。
　(１)　営業所等において，交付対象車両を配置し，道路運送事
業等の用に供していること。
　(２)　支援金の交付を受けようとする者に関する全ての市税に
未納がないこと。
　(３)　第６条の規定による支援金の交付申請をする日以後も道
路運送事業等を継続する意思があること。
　(４)　代表者，役員，使用人その他従業員等が，大崎市暴力団
排除条例第２条第３号に規定する暴力団員に該当しないこと。

－ － － － R4.7 R4.10
支援する事業者数265件

市ウェブサイトへの掲載，商工会
議所及び商工会，トラック協会大崎
支部，大崎広域バス事業者協議会
へ制度周知

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

24 R4 単 ○

みやぎ飲食
店コロナ対
策認証店支
援事業

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  9,100  9,100  -  9,100  - 

①宮城県による「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」に認証さ
れた市内飲食店がコロナ禍における原油高騰・物価高騰等の中
にあっても事業が継続できるよう又，普及拡大を図るため，より
安全で輸送費削減の観点から，地元食材等の調達を支援するも
の。
②認証店が，地域食材や加工品等の地産地消に取り組むため
の経費の全部又は一部（交付上限あり）を補助
③補助金：9,000千円（上限100千円×90店舗）
　 事務費：　100千円（取組店表示，郵送料）
④市内で事業を営む認証店90店舗

－ － － － R4.7 R5.3
市内で事業を営む認証店90店舗
参加

市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

25 R4 単 ○
学校給食食
材費高騰対
策事業

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  30,614  30,614  -  30,614  - 

①コロナ禍において食材の値上がりが献立作成に影響してい
る。これまで通りの栄養バランスや量，食品の多様性を確保する
ためには，給食単価の引き上げが必要であるが，必要な食材費
を市が負担することで，保護者の負担を増やすことなくバランス
のとれた給食を提供する。
②１食単価の引き上げ分の給食食材費
③学校給食提供者　10,715人×1食単価の5～9％相当額
④園児・児童・生徒及び保護者等

－ － － － R4.7 R5.3

事業の実施期間中に提供した食
数×1食単価の5％相当額を食材
費として使用し，給食内容充実を
図る。

市ウェブサイトへの掲載，保護者
への周知文書の配布

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

26 R4 単 ○

物価高騰対
策社会福祉
施設等緊急
支援事業

重点交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑤医療・介護・
保育施設、公
衆浴場等に対
する物価高騰

対策支援

 28,588  28,588  -  -  28,588  - 

①コロナ禍における物価高騰を受け，光熱水費・燃料費等が上
昇していることから，医療・福祉サービス等を提供する者に対し，
緊急的な支援を実施し，市民への安定的なサービス提供を確保
するもの。
②通信運搬費，補助金
③郵便料94円×467通×2回=88,000円
　基準額50,000円×364施設=18,200,000円
　基準額100,000円×103施設=10,300,000円
④医療・福祉サービスを行っている施設

－ － － － R4.10 R5.3

【支援対象事業所】
　福祉サービス等を行っている施
設
　　訪問・通所系259施設
　　居住・入所系92施設

　医療機関等
　　診療所・歯科医院105施設
　　病院11施設

市ウェブサイトへの掲載，交付対
象者へ周知文書送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

3
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経済対策との関係
交付対象経

費

国のR3予算
分（交付限
度額①、
②、③、
④）

国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

国のR4予算
分（交付限
度額⑦）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所
管

交付金の区
分

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

協力要請推
進枠又は検
査促進枠の
地方負担分
に充当

特定事業者
等支援

個人を対象
とした給付
金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指
標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報
紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と
所管省庁名）

備考②
（事業の終期が令和
５年３月を超えるこ
とが見込まれる場
合、その事情）

予算区分
コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

27 R3 単 －

社会福祉
サービス事
業所感染症
対策衛生用
品支援事業

通常交付金 ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロ
ナ下での感染症対応

の強化
○ －  1,400  1,400  1,400  - 

①新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したことにより，衛
生用品を通常時よりも多く消費する状態となった社会福祉サー
ビス事業所に対し，衛生用品を配布することで，感染症対策を継
続できるよう支援するために必要となる資材を購入するもの。
②感染症発生時に社会福祉サービス事業所において，利用者
の介助を行う際に使用する使い捨てタイプの個人防護セット（不
織布ヘアキャップ，三層式マスク，ポリエチレン袖付きエプロン，
プラスチック手袋，ポリエチレンシューズカバー）を購入する費用
③＠350円×4,000組＝1,400,000円
　 （対象者20人×10行為×2日×10施設＝4,000組）
④感染者が発生した，特別養護老人ホームやグループホーム
などの休業できない社会福祉サービス事業所，及び，濃厚接触
者などが確認されるなど，緊急止むを得ない状況にある事業所

－ － － － R4.9 R5.3
【感染症対策の継続支援】
　個人防護セットの交付4,000組

市ウェブサイトへの掲載，対象者
へ制度案内

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

28 R4 単 ○
保育施設給
食継続支援
金交付事業

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  6,615  6,615  -  6,615  - 

①コロナ禍において給食用食材等の物価高騰に直面する保育
施設に対する支援を行い，従来通りの栄養バランス，量を確保
した給食の提供を促す。
②民間保育施設へ交付する給食継続支援金
③在籍児童数に単価（＠2,700円）を乗じて支援金の額を算出す
る。
④47保育施設（認可等41，認可外6）。在籍児童数2,450名

－ － － － R4.10 R4.11
全47施設が支援金を受け，従来
通りの給食提供に努める。

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

29 R3 補 －
保育対策総
合支援事業
費補助金

厚生労働省 通常交付金 ○
⑤-Ⅳ-１．ウィズコロ
ナ下での感染症対応

の強化
○ －  21,600  10,800  10,800  10,800  - 

①保育施設における感染症対策の徹底を支援し，新型コロナウ
イルス感染拡大防止と保育の継続実施を確保する。
②民間保育施設で実施するコロナ対策の経費に対する補助
　 公立保育施設で実施するコロナ対策に係る経費
③１施設あたり30万円から50万円（国要綱による）
   民間保育施設：補助金額計17,600,000円
 　公立保育施設：資材購入費計4,000,000円
④民間保育施設41施設，公立保育施設8施設

－ － － － R4.4 R5.3
私立全41施設での補助金活用，
公立全8施設での感染症対策徹
底。

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R3補正（国）

30 R3 単 ○

畜産飼料価
格高騰対策
支援事業
（国R3予算
分）

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  41,000  41,000  41,000  - 

国のR3予算分（交付限度額①、②、③、④）
①新型コロナウイルス感染症拡大に起因する物流の混乱等に
よる飼料価格の高騰で，経営が悪化している畜産農家等を支援
するもの。
②R4.10.1現在の家畜の種類ごとの飼養頭数に応じた支援金
③(1) 交付単価：乳用牛・肥育牛5頭ごと30千円，繁殖牛5頭ごと
10千円，豚50頭ごと50千円，鶏500羽ごと50千円
(2) 畜種別積算額：酪農70戸11,670千円，繁殖380戸10,210千
円，肥育45戸9,760千円，牛複合71戸15,840千円，養豚22戸
9,500千円，養鶏12戸8,020千円
④市内畜産農家，市内に家畜飼養施設を有し畜産業を営む法
人，市内畜産農家で構成される生産団体や農業協同組合

－ － － － R4.10 R5.3 支援する畜産農家数600戸
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載，交付対象者に周知文書を送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

31 R3 単 －

大崎市立幼
小中学校児
童生徒感染
所検査事業

通常交付金 ○
③-Ⅰ-３．感染防止

策の徹底
○ －  3,106  3,106  3,106  - 

①新型コロナウイルス流行拡大の第７波を迎え，ＢＡ５系統の流
行を通じ，急速に感染者数が増加に転じているところである。大
崎市の幼稚園教諭，小中学校の児童生徒及び教職員等に対
し，抗原定性検査キットを活用した検査体制の拡充により，効果
的な感染拡大の防止と円滑な学校運営を目指すもの。
②抗原検査キット購入
③240箱×11,764円×1.1＝3,105,696円
④幼稚園6園，小学校22校，中学校11校の児童生徒及び教職員
等

－ － － － R4.8 R5.3

園児，児童生徒への感染リスクの
低減，待機期間短縮による行動制
限の解除及び職場への早期復帰
小学校10人×3回×22校＝660
セット
中学校20人×3回×11校＝660
セット
幼稚園教諭38人×30％×3回＝
34セット
小学校職員等717人×30％×3回
＝645セット
中学校職員等392人×30％×3回
＝353セット
＝計2,352≒2,400セット

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

32 R3 単 －
ＰＣＲ検査等
実施医療機
関補助金

通常交付金 ○
③-Ⅰ-１．医療提供

体制の強化
○ －  13,200  13,200  13,200  - 

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び発熱症状を
有する患者に対する診療体制を確保するため，自院で行政検査
として新型コロナウイルス感染者を鑑別する検査（ＰＣＲ検査，抗
原検査，抗体検査）を実施する医療機関に対して検査等の実施
件数に応じて補助金を交付するもの。
②ＰＣＲ検査等実施医療機関補助金（令和4年10月～令和5年2
月）
③22医療機関×25日/月×2か月×6,000円＝6,600,000円
　 22医療機関×25日/月×3か月×4,000円＝6,600,000円
④自院で行政検査として新型コロナウイルス感染者を鑑別する
検査（ＰＣＲ検査，抗原検査，抗体検査）を実施する医療機関

－ － － － R4.10 R5.3

自院で行政検査として新型コロナ
ウイルス感染者を鑑別する検査
（ＰＣＲ検査，抗原検査，抗体検
査）を実施する22医療機関

市ウェブサイトへの掲載，対象医
療機関への通知，大崎市医師会
への制度周知

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

33 R4 単 ○

肥料価格高
騰対策緊急
支援事業
（通常交付
金分）

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  58,000  58,000  58,000  - 

国のR4予算分（国の交付限度額⑤）
①新型コロナウイルス感染症の影響による肥料価格の急激な
高騰において，農業経営への影響を緩和するため，農林水産省
の「肥料価格高騰対策事業」における化学肥料低減の取組を
行った上で事業の交付決定を受けた農業グループ等に対して，
本市で上乗せして緊急的に支援金を交付するもの。
②農林水産省の事業で，化学肥料低減の取組(堆肥の利用，緑
肥作物の利用等2つ以上)を行った上で，前年度から増加した肥
料費の3割を支援金として交付する事業（対象となる肥料は，令
和4年6月以降に注文したもので，本年の秋肥と来年の春肥とし
て使用する肥料）
③国の支援金＝（当年の肥料費－(当年の肥料費÷価格上昇率
÷使用料低減率0.9)）×0.7
当年肥料費19,874－（19,874÷1.50÷0.9）≒5,000
（10a当支援想定額）国：5,000円×7/10=3,500円，市：3,500円×
3/7=1,500円
R3水田活用面積15,209ha×申請率0.7×支援想定額15千円/ha
≒　160,000千円
④国の肥料価格高騰対策事業において，交付決定を受けた農
業グループやJAなど農業団体
※宮城県が支援金を交付した場合は，支援金の上限（前年度か
ら増加した肥料費の3割）から差し引く。

－ － － － R4.11 R5.4以降
本市のR3水田活用面積15,209ha
の7割にあたる農地の肥料高騰を
支援対象とする。

市ウェブサイト，市広報誌への掲
載，交付対象者に周知文書を送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

支援対象である来年
の春肥分において，国
の肥料価格高騰対策
事業における支援金
の申請スケジュール
が，令和5年度になる
ことが見込まれている
ことから，本市の上乗
せする支援金のスケ
ジュールも同様となる
ため

R4補正（地）

34 R4 単 ○
省電力設備
導入緊急支
援事業

重点交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑦中小企業に
対するエネル
ギー価格高騰

対策支援

 10,000  10,000  10,000  - 

①コロナ禍における物価高騰により，電気料金の高騰及び冬季
に予想される電力需要ひっ迫への対策として「省電力設備への
更新(照明のLED化)」を支援するもの。
②設備，機械装置等購入費，工事費
③対象　約30件　　
　補助対象経費の2分の1（上限100万円）
　※補助対象経費（設備，機械装置等購入費，工事費）が20万
円以上の事業に限る。
④市内に事業所などを有する中小企業者・小規模企業者等

－ － － － R4.12 R5.4以降 支援する事業者数30件
市ウェブサイト，商工会議所及び
商工会へ制度周知依頼

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

補助金の支払いが4月
以降になると見込まれ
るため

R4補正（地）

35 R4 単 ○

大崎市認証
飲食店省エ
ネルギー設
備等導入支
援補助金

重点交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑦中小企業に
対するエネル
ギー価格高騰

対策支援

 6,000  6,000  6,000  - 

①コロナ禍における原油高騰の影響を受けたみやぎコロナ対策
認証飲食店を営む中小企業者及び個人事業者に対し，運用コ
ストの削減のための省エネルギー設備への更新及びデジタル化
に要する経費について，大崎市認証飲食店省エネルギー設備
等導入支援補助金を交付するもの。
②・既存所有設備について燃料費等のエネルギーコストの削減
に繋がる省エネルギー型設備に更新する事業
・業務効率化により人件費等の運用コストの低減に繋がるデジ
タル技術を活用したサービス，システム，ソフトウェア等を導入す
る事業
③対象　18件
　補助対象経費の6分の1（上限25万円または50万円）
④市内のみやぎコロナ対策認証飲食店を営む中小企業者
及び個人事業者

－ － － － R4.12 R5.4以降 支援する事業所数16件
市ウェブサイトへの掲載，商工会
議所及び商工会へ制度周知依頼

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

補助金の支払いが4月
以降になると見込まれ
るため

R4補正（地）

36 R4 単 ○

大崎市もの
づくり企業エ
ネルギー子
高騰対策支
援金

重点交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○

⑦中小企業に
対するエネル
ギー価格高騰

対策支援

 160,906  160,906  160,906  - 

①新型コロナウイルス感染症の拡大等に起因した原油価格高
騰の影響を強く受ける製造業を営む中小企業者及び個人事業
者に対し，事業継続の下支えを図るため，大崎市ものづくり企業
エネルギー高騰対策支援金を交付するもの。
②令和4年4月から令和4年9月までの6か月間に，交付対象事業
者が事業用に供した設備や機械等を稼働させることに使用した
ガソリン，軽油，電気などの経費
③対象　約400件
　　　個人　対象経費の額により5万円～40万円を交付
　　　法人　対象経費の額により15万円～120万円を交付
④製造を主たる事業として営む中小企業者及び個人事業者

－ － － － R4.12 R5.4以降 支援する事業者数400件
市ウェブサイトへの掲載，商工会
議所及び商工会へ制度周知依頼

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

支援金の支払いが4月
以降になると見込まれ
るため

R4補正（地）

4
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経済対策との関係
交付対象経

費

国のR3予算
分（交付限
度額①、
②、③、
④）

国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

国のR4予算
分（交付限
度額⑦）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所
管

交付金の区
分

対象外経
費に臨時
交付金を
充当して
いない

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

協力要請推
進枠又は検
査促進枠の
地方負担分
に充当

特定事業者
等支援

個人を対象
とした給付
金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的指
標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広報
紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と
所管省庁名）

備考②
（事業の終期が令和
５年３月を超えるこ
とが見込まれる場
合、その事情）

予算区分
コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

37 R4 単 ○

土地改良施
設管理緊急
対策支援事
業

重点交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 12,000  12,000  12,000  - 

①コロナ禍における物価高騰の影響を緩和するため，土地改良
区が管理する農業水利施設等の電気料金などのかかり増し経
費を緊急的に支援するもの。
②農業水利施設等の管理に係る電気代や重油代など
③
・令和4年4月から令和5年3月分の増額分の1/4以内
・水利施設の受益が複数市町村にまたがる場合は，市域に係る
受益面積割合にて対象事業費を算定するもの。
④土地改良区

－ － － － R5.3 R5.3
市域に受益がある関係土地改良
区10件

市ウェブサイトへの掲載，交付対
象者へ周知文書送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

38 R4 単 ○

畜産飼料価
格高騰対策
支援事業
（国R4予算
分）

通常交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○ －  24,000  24,000  24,000  - 

国のR4予算分（交付限度額⑤）
①新型コロナウイルス感染症拡大に起因する物流の混乱等に
よる飼料価格の高騰で，経営が悪化している畜産農家等を支援
するもの。
②R4.10.1現在の家畜の種類ごとの飼養頭数に応じた支援金
③(1) 交付単価：乳用牛・肥育牛5頭ごと30千円，繁殖牛5頭ごと
10千円，豚50頭ごと50千円，鶏500羽ごと50千円
(2) 畜種別積算額：酪農70戸11,670千円，繁殖380戸10,210千
円，肥育45戸9,760千円，牛複合71戸15,840千円，養豚22戸
9,500千円，養鶏12戸8,020千円
④市内畜産農家，市内に家畜飼養施設を有し畜産業を営む法
人，市内畜産農家で構成される生産団体や農業協同組合

－ － － － R4.10 R5.3 支援する畜産農家数600戸
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載，交付対象者に周知文書を送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R4補正（地）

39 R4 単 ○

肥料価格高
騰対策緊急
支援事業
（重点交付
金分）

重点交付金 ○

④-Ⅳ．コロナ禍にお
いて物価高騰等に直
面する生活困窮者等

への支援

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 102,000  102,000  102,000 

国のR4予算分（国の交付限度額⑥）
①新型コロナウイルス感染症の影響による肥料価格の急激な
高騰において，農業経営への影響を緩和するため，農林水産省
の「肥料価格高騰対策事業」における化学肥料低減の取組を
行った上で事業の交付決定を受けた農業グループ等に対して，
本市で上乗せして緊急的に支援金を交付するもの。
②農林水産省の事業で，化学肥料低減の取組(堆肥の利用，緑
肥作物の利用等2つ以上)を行った上で，前年度から増加した肥
料費の3割を支援金として交付する事業（対象となる肥料は，令
和4年6月以降に注文したもので，本年の秋肥と来年の春肥とし
て使用する肥料）
③国の支援金＝（当年の肥料費－(当年の肥料費÷価格上昇率
÷使用料低減率0.9)）×0.7
当年肥料費19,874－（19,874÷1.50÷0.9）≒5,000
（10a当支援想定額）国：5,000円×7/10=3,500円，市：3,500円×
3/7=1,500円
R3水田活用面積15,209ha×申請率0.7×支援想定額15千円/ha
≒　160,000千円
④国の肥料価格高騰対策事業において，交付決定を受けた農
業グループやJAなど農業団体
※宮城県が支援金を交付した場合は，支援金の上限（前年度か
ら増加した肥料費の3割）から差し引く。

－ － － － R4.11 R5.4以降
本市のR3水田活用面積15,209ha
の7割にあたる農地の肥料高騰を
支援対象とする。

市ウェブサイト，市広報誌への掲
載，交付対象者に周知文書を送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

支援対象である来年
の春肥分において，国
の肥料価格高騰対策
事業における支援金
の申請スケジュール
が，令和5年度になる
ことが見込まれている
ことから，本市の上乗
せする支援金のスケ
ジュールも同様となる
ため

R4補正（地）
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